
Ⅳ　行政改革に関する施策

具　体　的　内　容

　計画的な業務の見直し等による簡素で効率的な組織編成に努めながら、集中改革プランに沿った職員数の削減に取り組んでいる。
（課題②に対応）

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

　１７年度に示された人事院及び県人事委員会の勧告に基づく給与構造改革を踏まえ、新給与制度を導入するとともに昇給短縮や特別
昇給の見直し、給別職務分類表の見直し等に取り組んだ。（課題②に対応）

◇　技能労務職員の給与のあり方 　平成１９年度中に取り組み方針の策定を行い公表できるよう検討する。（課題②に対応）

◇　退職時特昇等退職手当のあり方
　定年退職に伴う予定昇級及び退職時特昇は廃止済み。
　勧奨退職にかかるものについては、経過措置等を設けながら廃止の方向で検討していく。（課題②に対応）

◇　福利厚生事業のあり方
　町職員互助会における事業全般について必要性・妥当性・効果などの観点から精査を行い、事業、給付水準、補助金のあり方につい
て検討を行う。

　平成19年度より枠配分方式を採用しており平成18年度予算対比▲5％で配分しており、来年以降も同様の率で配分していく予定であ
る。（課題⑤に対応）

　公共施設への指定管理者制度の導入にあって、現在健康福祉交流館やすぎのこクラブなどについて担当課を中心に現状、問題点など
制度導入に向けての検討を進めている状況である。

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

　地方税の徴収率の向上を図るため、臨時個別徴収強化期間を年3回（Ｈ18-2回）実施する。また、悪質な滞納者には差押などの滞納
処分を実施する。
　売却可能資産の処分等による歳入の確保としては、関係課職員によるプロジェクトチームを立ち上げ遊休地の売払いを実効性あるも
のにする。（課題③、④に対応）

◇　給与及び定員管理の状況の公表
　町の広報誌及びホームページにて公表を行っているが、公表様式や公表項目等公表内容の充実を図り住民に情報提供できるよう取り
組む予定である。

◇　財政情報の開示
　町の広報誌及びホームページにて公表を行っているが、今後は決算統計を基に作成された市町村財政比較分析表なども活用し類似団
体との比較もしながら公表内容の充実を図り住民に情報提供できるよう取り組む予定である。

平成22年度策定に向けて作成方法等について検討している段階である。

　事務事業評価については予算編成時おいて事業の継続、廃止等検討して行っているが、「計画（Ｐ）→実践（Ｄ）→評価（Ｃ）→見
直し（Ａ）」の管理サイクルによる事務事業評価制度を定着させ、予算編成に反映させる予定である。
（課題⑤に対応）

　公債費負担適正化計画に基づき地方債の抑制、地方債残高の減少を図り、実質公債費比率を平成24年度までに18％未満にするよう取
り組む。（課題①に対応）

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

７　その他

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備

項　　　目


